
 

市民弓道場使用料 〔令和５年４月１日から〕 

区   分 
午前９時から 

午後１時まで 

午後１時から

午後５時まで 

午後５時から

午後９時まで 

個人使用 

(２時間当たり) 

回数券 

(１１枚つづり) 

小・中・高生 ５３０円 ５３０円  ７９０円  １００円  １，０５０円  

一     般 １，０５０円 １，０５０円  １，５９０円  １５０円  １，５９０円  

市     外 ２，１２０円 ２，１２０円  ３，１９０円  ２１０円  ２，１２０円  

備考 

⑴ 近的施設及び遠的施設を併用する場合は、上記の使用料に２を乗じて得た額を徴 

収する。ただし、個人使用についてはこの限りでない。 

⑵ 回数券については、個人使用によるものとする。 

⑶ その他については、市民球場使用料の備考を準用する。 

 


